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第 219 回 

かすみがうら市農業委員会総会議事録 

 

1.かすみがうら市農業委員会告示第８号     

     
令和４年８月４日かすみがうら市農業委員会告示第８号をもって、令和４年８月１０日

（水）かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第 219 回かすみがうら市農業委員会総会を 

招集する。 

        

2.総会の日時および場所 

 
 令和４年８月１０日（水） 午後 2時開会 かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室 

           

3.出席委員          
1番 海東 功    2番  西崎 敏和       4番 宮本 教夫     5番  塚本 勝男     

6番  安田 治      7番 飯田 敬市       8番 久松 弘叔     9番 井坂 孝雄 

10番 高田 健司     11番 谷中 昌        12番 廣原 孝   13番 栗山 千勝 

14番 塚本 茂       15番 中山 峰雄 

          

4.欠席委員          

   3番 鈴木 良道 

        

5.説明のため出席した者        
事務局長 仲戸 禎雄 局長補佐 関川 信政 主幹 関根 治彦   

   

          

6.議事録署名委員           

4番 宮本 教夫    5番  塚本 勝男      

          

7.議事日程          
① 諸般の報告について 

② 議事録署名委員について 

③ 日程の決定について  

④ 報告案件について 

報告第23号 農地法第５条第１項第７号の規定による市街化区域内の農地転用届出 

      について 

報告第24号 農地法第１８条第６項の規定による通知の受理について  

⑤ 議案審議について 

  議案第53号 農地法第３条の規定による権利の設定・移転の許可について 
議案第54号 農地法第５条の規定による許可申請について 
議案第55号 現況証明願の交付決定について 
議案第56号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積 

計画の決定について 
議案第57号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積 

計画の農地中間管理事業の決定について」 
   議案第58号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 
        用地利用配分計画案の意見の決定について 

          

 午後 2時 45分閉会   

 

 



2 

 

 



3 

 

事務局長 

 

只今から、令和４年度第２１９回農業委員会総会を開会いたします。 

只今の出席委員は１４名で、会議規則第７条の定足数に達しております、よって

総会は成立しております。 

なお、会議規則第４条による欠席届が３番鈴木委員より提出されております。 

それでは会議規則第５条により、議長は会長が務めることになっておりますの

で、以後の議事進行につきましては、中山会長にお願いいたします。 

 

議長 （会長あいさつ） 

 

議長 はじめに事務局から諸般の報告をお願いします。 

 

事務局長 （諸般の報告朗読） 

 

議長 次に議事録署名委員の指名及び書記の指名を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、５番 塚本勝男 委

員、４番 宮本教夫 委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記は、事務局の関根主幹を指名いたします。 

 

議長 次に、日程の決定について、お諮りいたします。 

只今から午後５時までとしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

議長 ご異議ございませんので、午後５時までといたします。 

 

議長 次に報告第２３号、第２４号の報告案件ですが、委員の皆様には、すでに議案書

が送付されていますので、事務局説明は省略いたしまして、さっそく質疑に入り

ます。報告案件について、ご意見、ご質問等ありましたら、お願いします。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 ご意見等ございませんので、報告案件は終わります。 

 

議長 

 

 

 

 

それでは、議案審議に入ります。 

はじめに「議案第５３号農地法第３条の規定による権利の設定・移転の許可につ

いて」上程いたします。 

 

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

それでは、朗読いたします。なお、案件については事前調査を実施しておりま

す。  （事務局朗読） 

 

議長 

 

 

只今、議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願い致します。 

 

８番 久松委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 3日、午前 9時から霞ヶ浦庁舎において、井坂委員と飯田委員と私、久松の 3

名で、書類審査後、現地調査を実施してきました。 

 

 それでは説明いたします。 

番号 1 番の新治●●●●●●、●●●●●●●農地は石岡市三村の●●●●●●

●●●●●●●●●から約 600ｍ北に位置する畑 2 筆、新治●●●●の農地は約

200ｍ北に位置する畑 1筆になります。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は、経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。 

さつまいもを作付けする計画です。 

 

続きまして番号 2 番は、わかぐり保育所から約 600ｍ北に位置する田 1 筆になり

ます。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は、経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。 

水稲を作付けする計画です。 

 

続きまして番号 3 番の加茂●●●●●の農地は、加茂地内の●●●●●●●●●

●から約 300ｍ北西に位置する畑 1筆、加茂 243の農地は約 300ｍ南に位置する田

1筆、加茂●●●の農地は約 100ｍ東に位置する畑 1筆、加茂●●●●●、●●●

●●、●●●●●、●●●、●●●●●の農地は約 400ｍ南東に位置する畑 5

筆、加茂●●●、●●●、●●●の農地は約 600ｍ南東に位置する畑 3 筆、加茂

●●●●●の農地は約 800ｍ東に位置する畑 1 筆、加茂●●●●、●●●●、●

●●●●●の農地は約 400ｍ北東に位置する畑 2筆、田 1筆、加茂●●●●●●、

●●●●、●●●●、●●●●●●の農地は約 400ｍ北に位置する畑 4 筆、加茂

●●●●●●●の農地は約 900ｍ北東に位置する畑 1筆なります。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は親からの贈与を受け、経営規模拡大をするため、今回の申請に至りまし

た。 

栗、レンコンなどを作付けする計画です。 



5 

 

 

 

 

続きまして番号 4 番は、●●●●●●●から約 200ｍ東に位置する畑 1 筆になり

ます。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。 

梨を作付けする計画です。 

 

続きまして番号 5 番は、●●●●●●●から約 200ｍ東に位置する畑 1 筆になり

ます。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。 

梨を作付けする計画です。 

 

続きまして番号 6 番の上佐谷●●●●●●、●●●●●●、●●●●の農地は、

●●●●●●●から約 100ｍ東に位置する畑 3 筆、上佐谷●●●●●●の農地は

約 200ｍ東に位置する田 1筆、上佐谷●●●●●●、●●●●の農地は約 200ｍ南

に位置する畑 2筆になります。 

現況は、きれいに管理されていました。 

申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。 

水稲、梨などを作付けする計画です。 

 

以上、農地法第 3 条第 2 項各号には該当しないため、許可要件を満たしていると

考えます。 

委員の皆様の更なるご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

 

これより、議案審議に入ります。 

番号１番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 
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議長 全員賛成ですので、番号１番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

次に、番号２番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号２番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号２番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

次に、番号３番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号３番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号３番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

次に、番号４番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号４番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号４番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

議長 

次に、番号５番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 
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議長 

番号５番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号５番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

次に、番号６番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号６番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号６番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 「議案第５３号 農地法第 3 条の規定による権利の設定・移転の許可について」

は、原案のとおり許可することに 決定いたしました。 

 

議長 次に 「議案第５４号 農地法第５条の規定による許可申請について」上程いたし

ます。 

事務局より、議案の朗読 及び 説明をお願いします。 

 

事務局 

 

 

議長 

それでは、朗読いたします。なお、当案件については事前調査を実施しておりま

す。  （事務局朗読） 

 

只今、議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願い致します。 
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９番 井坂委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは説明いたします。 

番号１番になります。図面番号 1番も併せてご覧ください。 

申請地は、中台地内の●●●●●●●から約 800ｍ西に位置する畑 1 筆になりま

す。 

こちらは、第 2種農地と判断しました。 

周辺申請人は、自己住宅として使用するため、今回の申請に至りました。 

転用による農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

続きまして番号 2番になります。図面番号 2番も併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●から約 400ｍ南東に位置する畑 2筆になります。 

こちらは、第 2種農地と判断しました。 

申請人は、太陽光発電施設として使用するため、今回の申請に至りました。 

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

続きまして番号 3番になります。図面番号 3番も併せてご覧ください。 

申請地は、加茂地内の●●●●●●●●●●から約 700ｍ南東に位置する畑 1 筆

になります。 

こちらは、第 2種農地と判断しました。 

なお、申請地にはすでに砕石が敷かれており住宅敷地の一部として使用されてい

ることから、始末書が添付されております。 

申請人は、現況に合わせて地目を是正したいと考え、今回の申請に至りました。 

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

続きまして番号 4番になります。図面番号 4番も併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●●●●●●●から約 300ｍ東に位置する畑 1 筆になりま

す。 

こちらは第 2種農地と判断しました。 

申請人は、自己住宅として使用するため、今回の申請に至りました。 

転用による農地への影響はないと判断しました。 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

以上、委員の皆様の更なるご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

許可要件を満たしていると考えます。 

 

 

申請人のソーラーリノベーション株式会社は、３年間の一時転用として営農型太

陽光発電施設に供するため、支柱部分の転用と、空中の区分地上権の設定の申請
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議長 只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

 

議長 

 

 

５番 塚本委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

５番 塚本委員 

 

事務局 

 

５番 塚本委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

これより、議案審議に入ります。 

番号１番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

進入路が狭いと思うので、どのくらいの幅の公道に接していますか。  

周辺農地を踏んで出入りすることはないか、伺います。 

 

お答えいたします。 

こちらの案件に関しましては都市計画区域外ということで、都市整備課にまずは

問合せしていただいた際に、接道に関しては狭いですけれど問題ないという判断

があって、自己住宅として建てるのは問題ないだろうという話をいただいている

案件として、代理人からは伺っています。 

 

入っていくのに周りの農地に迷惑は掛からないというわけですね。 

 

都市整備課においては、そのように判断されたものと考えます。 

 

分かりました。 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号１番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

次に、番号２番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号２番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号２番は原案のとおり許可することに決定いたします。 
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議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

次に、番号３番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号３番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

全員賛成ですので、番号３番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

次に、番号４番について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号４番について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成ですので、番号４番は原案のとおり許可することに決定いたします。 

 

議長 「議案第５４号 農地法第５条の規定による許可申請について」は、原案のとお

り許可することに決定いたしました。 

 

議長 次に「議案第５５号現況証明願の交付決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、朗読いたします。 

なお当案件についても事前調査を実施しております。 

（事務局朗読） 

 

議長 議案の朗読が終わりました。 

事前調査員の方、説明をお願いいたします。 

 

10番 飯田委員 それでは説明いたします。 

番号 1番になります。図面番号 5番も併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●●から約 100ｍ北に位置する畑 1筆になります。 

こちらは、20 年以上前から住宅敷地として利用していた経緯があり、現在に至っ
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ていることから、証明しても問題ないと判断しました。 

 

続きまして番号 2番になります。図面番号 6番も併せてご覧ください。 

申請地は、●●●●●●●●●●から約 900ｍ北に位置する畑 1筆になります。 

こちらは、20 年以上前から山林化している状況にあり、現在に至っていることか

ら、証明しても問題ないと判断しました。 

 

以上、委員の皆様の更なるご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

議長 只今、事前調査員の方の説明が終わりました。 

 

議長 

 

 

 

これより、議案審議に入ります。 

まず、番号１番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号１番について、原案のとおり交付することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成（賛成多数）ですので、番号１番は原案のとおり交付することに決定い

たします。 

 

議長 次に、番号２番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

番号２番について、原案のとおり交付することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、番号２番は原案のとおり交付することに決定いたします。 

 

議長 「議案第５５号現況証明願の交付決定について」は、原案のとおり交付すること

に決定いたしました。 

 

議長 次に「議案第５６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の決定について」上程いたします。 



12 

 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、ご説明いたします。 

（事務局説明） 

 

議長 事務局説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第５６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、「議案第５６号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について」は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

議長 次に「議案第５７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の農地中間管理事業の決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

  

事務局 それでは、ご説明いたします。 

（事務局説明） 

 

議長 事務局説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第５７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、「議案第５７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の農地中間管理事業の決定について」は、原案のと
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おり決定いたしました。 

 

議長 次に「議案第５８号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定

による農用地利用配分計画案の意見の決定について」上程いたします。 

事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、ご説明いたします。 

（事務局説明） 

 

議長 事務局説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（異議なしの声・意見、質問等なし） 

 

議長 よろしいですか。それでは採決いたします。 

議案第５８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

 

議長 全員賛成ですので、「議案第５８号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定による農用地利用配分計画案の意見の決定について」は、原案の

とおり決定いたしました。 

 

議長 以上で、本日の議案審議は終了しました。 

その他、農業委員さんから、何かありましたらお願いします。 

（意見等無し） 

 

議長 来月の総会は、９月１２日（月）午後２時から予定しております。 

なお、次回の事前調査員は、高田健司 委員、谷中昌 委員、廣原孝 委員です。 

日時は、９月５日（月）午前９時から、霞ヶ浦庁舎小会議室２といたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

議長 事務局から、何かありますか。 

 

 

事務局 （事務局説明） 

１．市ホームページへの委員・推進員名簿の掲載について 
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２．9月総会終了後の農業者年金研修会開催について 

 

議長 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等 

何かありましたらお願いします。 

（意見、質問等なし） 

 

議長 それでは、以上を持ちまして、第２１９回総会を閉会いたします。 

慎重審議大変ご苦労様でした。 

 

事務局 起立、礼、お疲れさまでした。 
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 かすみがうら市農業委員会会議規則第１６条第２項により署名する。 

 

 

かすみがうら市農業委員会会長              

 

 

署 名 委 員              

 

 

署 名 委 員              

 

 


